
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  みなし取得費が年末で廃止 

Ｑ：上場株式のみなし取得費の取扱いが、

年末で廃止になるとか。来年からは、どのよ

うな取扱いになるのですか？ 

 

Ａ：取得費が不明の場合は、売却代金の

５％を取得価額として計算することになりま

す。 

【解説】 

上場株式のみなし取得費とは、平成13年９月

30日以前から引き続き所有していた一定の上

場株式等を、平成15年１月１日から平成22年12

月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡所得

の計算上、平成13年10月31日における価額の

80%に相当する金額を取得費として計算するこ

とができるというものです。 

これまでは、この規定がありましたので、上

場株を売った人は、実際の取得費とこのみなし

取得費とのいずれか有利な方を選択すること

ができましたが、この規定が年末で廃止となっ

ていますので、取得価額が不明の上場株をお持

ちの方は、来年以降、注意が必要です。 

といいますのも、来年以降は、取得価額が不

明の場合は、売却代金の５％相当額を取得費と

して計算しなければならなくなることから、実

際には損をしているにもかかわらず、取得価額

がわからないため税金を払わなければならな

いということになりかねないからです。 

こうした場合には、①証券会社に問い合わせ

をしたり古い取引報告書などを調べて、取得価

額を調べておく、または②今年中に一度売却し

ておくなどを検討しておく必要があるでしょ

う。 
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